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　話題のスウェーデン映画『幸せの経済学』は、
経済成長という経済の量的拡大を追い求めた
グローバリゼーションの結果、自然環境が破
壊されただけでなく、それぞれの地域社会に
存在した伝統と文化が壊され、人間の絆が喪
失するという社会危機が生じていることを見
事に描いている。それどころか金融危機が経
済危機に飛火し、追い求めた経済成長の実現
にすら、大失敗をしていると告発する。『幸せ
の経済学』はグローバリゼーションのもたら
した環境危機、社会危機、経済危機を激しく
告発したうえで、こうしたグローバリゼーショ
ンの悲劇を解消するために、ローカリゼーショ
ンの推進を提唱している。
　ところが、ローカリゼーションを推進する
ために、地方財政が重要な役割を演じる必要
があるにもかかわらず、日本では地方財政の
能力を弱化させる方向で動いている。それは
自動車取得税、自動車重量税の廃止という動
きに象徴されている。
　こうした自動車関係税を廃止する根拠は、
円高対策とされている。しかし、日本国民は
自動車産業をはじめとする輸出産業の国際競
争力を強化するために、低い賃金に甘んじ、
耐乏生活に苦しんできた。ところが、その結
果として輸出産業の国際競争力が強まると、
一瞬のうちに円高へと振れてしまうのである。
　国民の生活を安定させるための貴重な財源
である自動車関係税を廃止することが、そも
そも円高対策として整合的であるかどうかも
疑わしい。仮に円高対策として整合的であっ
たとしても、円高対策は中央政府の責任であ
る。地方財政の責任は、国民の生活を安定さ
せる公共サービスを提供することにある。中
央政府の政策のために、地方財政の財源を奪

うことは、国民の生活を動揺させてしまう。
したがって、中央政府が中央政府の政策のた
めに、地方財政の財源を廃止するのであれば、
その財源は中央政府の責任で補塡する必要が
ある。
　このような動きが生じるのは、日本という
よりも世界が苦悩している危機を克服するに
は、国民の生活を地域から建て直すローカリ
ゼーションを、推進する必要があるという認
識が欠けているからである。しかし、「生活が
第一」と掲げた民主党政権が、「地域主権改革」
を「一丁目一番地」と位置づけたのは、ロー
カリゼーションの必要性を認識していたから
だといってよい。
　シャウプ勧告は「国民の生活水準を高める
のに二つの方法がある」と指摘している。一
つは「個人的消費物資の供給を増すこと」で
あり、もう一つは「集団消費財の供給を増す
こと」である。このように指摘したうえでシャ
ウプ勧告は、「日本国民の生活と安寧の水準を
高めるのに最も有望な方法の一つは、その集
団的消費を増加することである」と主張して
いる。
　「個人的消費」よりも「集団的消費」が重要
だとするシャウプ勧告の主張は、現在にも妥
当する。というよりも、現在のほうが福祉、
医療、教育などという「集団的消費」を増加
させることが、喫緊の課題となっているといっ
てよい。
　もちろん、こうした「集団的消費」は、地
方財政の役割である。そのためシャウプ勧告
は、日本に強力な地方財政を出現させる必要
性を強調する。しかも、シャウプ勧告は「国
の支配を減じ、地方団体の独立性を増す」た
めには、「地方自治の形式に実質を加えるため
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に、地方団体に適当な独立財源を与えること
である」と主張している。このようにシャウ
プ勧告は、地方財政を強力に機能させるため
に、強力な独立財源つまり強力な地方税を設
定することが必要だと唱えたのである。
　シャウプ勧告が地方財政の「責任の拡大」
を指摘したとき以上に、「現金給付」よりも
「サービス給付」の重要性、つまり「集団的消
費」の重要性が高まっている現在では、地方
財政の「責任の拡大」が顕著となっている。
ところが、地方財政の「責任の拡大」にもか
かわらず、適切な地方税が配分されていない
と、地方財政は責任を果たせなくなる。
　シャウプ勧告は地方税に対して適切な課税
権が設定されていない証拠として、地方財政
があまりに多くの独自課税を実施している点
を指摘している。シャウプ勧告は庭園税、ミ
シン税、扇風機税、製紙機税、養蜂施設税、
冷蔵庫税、筏税など、北海道町村会の報告で
は77種の法定外独立税が課税されていると述
べている。
　そのうえでシャウプ勧告は、地方政府が法
定外課税を自由に課税する権限を認めるよう
に勧告するけれども、地方政府に対しては法
定外独立税の数を制限するように「忠告」し
たいと述べている。税源利用可能性つまり公
平で多収性のある租税を国税が握ってしまえ
ば、地方政府が独自課税を実施しようとする
と、微細な租税にならざるをえない。シャウ
プ勧告は「実質的に依存できる税源に接する
ならば」、地方政府の「細かい法定外独立税を
過度に、而して恐らくは不健全に使用する」
ことはなくなると唱えている。
　ところが、現在では地方財政に真に依存で
きる地方税を配分することなく、地方政府が
独自課税によって地方税収入を増加させるこ
とが、地方分権的だといわれている。しかし、
シャウプ勧告の考え方によれば、それは真に
強力な地方政府を形成し、地方自治を発展さ
せていくシナリオではないのである。
　シャウプ勧告は独自課税にも「増して財政
逼迫の徴候」として、「寄付金」への依存を挙
げている。「寄付金は徹底的に非難してはなら
ない」けれども、それは「真に自発的に集め
られなければならない」と、シャウプ勧告は

唱えている。そのうえでシャウプ勧告は、「寄
付金は困難と不公平の源である」とし、「市町
村がもっと適切な正常の財源が与えられるな
らば、そのようにして与えられる額は減少す
ることが期待されるであろう」と勧告している。
　この点でも現在は逆行している。それは地
方財政の寄付金への依存を、減税までして推
進しようとしているからである。
　さらにシャウプ勧告は補助金の全廃を主張
している。その代替として財政調整制度の導
入を勧告した。現在では財政調整制度も、地
方分権的ではないと主張されている。
　しかし、シャウプ勧告は、財政調整制度が「地
方自治を害すると論ぜられることがある。も
ちろん、国庫が地方団体に金銭支給をするこ
とは地方当局を非独立的にし、これを制限と
統制下におくことになるのは事実である。し
かし、平衡交付金は地方団体に対する国家の
細々した統制を最小限度のものにするような
交付金である」と述べている。そのうえでシャ
ウプ勧告は、平衡交付金つまり現在の交付税
にあたる財政調整制度が、「地方自治を害する
程度は、交付金の金額とそれによる地方の依
存度によって異なる」として、「これは立ち返っ
て地方当局が歳入力の強い地方独立税を与え
られることを要求する」と勧告している。
　以上のようにみてくると、強力な地方財政
を形成するには、真に依存できる税源を地方
税として配分するしかないのである。それを
逃れようとして、姑息な言辞を弄しても、地
方自治を破壊して、日本が現在、苦悩してい
る危機を深刻化させるばかりなのである。
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